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国民総背番号制と個人情報の官民共同利用を狙う

デジタル庁設置法等 法案に反対します6
２０２１年３月３日

共謀罪 ！実行委員会NO
「秘密保護法」廃止へ！実行委員会

映画のあのシーンが現実になる！

、 、 、映画やテレビで情報機関 捜査機関がある特定の人物の検索をすると その人物の写真

年齢、住所、資産状況、経歴などの情報が画面に表示されるシーンをみたことがあると思

います。これをみてなぜこうしたことが可能なのかと不思議に思う人がいるかもしれませ

ん。それは、行政機関や民間で分散され管理されている個人情報が紐づけ、連携され、あ

る特定の人物を検索すればその情報がすべてわかるシステムがつくられているからです。

私たちは、このようなことは日本のような民主主義国家ではあるはずがないと考えてい

ないでしょうか。とんでもないです。いま、これを可能とする法案が、国会に提出されて

います。それが、菅政権が全力で進めるデジタル庁設置等関連６法案です。

徹底した主権在民の愚弄、議会の無視

デジタル庁等関連法案は、デジタル庁設置法案、デジタル社会形成基本法案、デジタル

社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案、公的給付の支給等の迅速かつ確

実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案、預貯金者の意思に基づく個人番号

の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案、地方公共団体情報システムの標準化に

関する法律案です。

この 法案に関連する法案の数は多く（例えばデジタル社会の形成を図るための関係法6
律の整備に関する法律案では約 、キチンと審議すれば、とても今国会だけで成立させ50）
ることはできません。しかも６法案の多くを束ね、一本化して内閣委員会、総務委員会の

審議ですませようとしています。これではまともな審議をできるはずはありません。菅政

権は審議すればするほど、法案の問題点が明らかになり、市民の批判がたかまることを恐

れているのです。そのために拙速審議で法案の成立をはかろうとしているのです。これは

主権者である市民を愚弄し、立法府＝議会を無視するものです。

法案の内容は大きく三つ

法案の内容は、大きく三つにわかれています。一つ目は、行政機関や自治体、民間のも

つバラバラに管理されている個人情報を連携させるシステムを統一化、標準化しようとし

ていることです。簡単にいえば、いままで違ういろいろな形の容器（＝システム）で保管

していた情報を同じ形の容器で保管しようというものです。二つ目は、いままで別の法律

で様々な機関で管理されていた個人情報を同じ法のもとにおき、同一のルールのもとで、

情報を紐づけ、連携させ、個人情報をいろいろなところから引き出せるようにすることで

す。この紐づけ・連携でマイナンバー（共通番号）がその軸に押し出されています。容器

（＝システム）との関係で言えば中身（＝個人情報）にあたります。三つめは、これらを
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、 。実現するために 疑問や批判をおさえるために強力な権限をもった官庁をつくることです

、 。 、この一つ目 三つ目に関連する法案がデジタル庁設置法案です 二つ目に該当するのが

それ以外の法案といえます。

これら 法案の狙いは、国が市民の個人情報を掌握し、監視・管理社会を実現するため6
に、念願の課題である国民総背番号制の実現することです。

市民の全個人情報の掌握狙う国民背番号制への野心

市民の個人情報は、大きくは省庁などの行政機関、自治体、民間に分散管理されていま

す。管理する法律はそれぞれ違います。今回の 法案の狙いの大きな一つは、この分散管6
理されている個人情報の垣根をなくし、民間を対象とする個人情報保護法に統合しようと

していることです。つまり、統合して、行政機関などがもつ個人情報を民間が大規模に利

用できるようにしようとしているのです。政府、民間で大きく叫ばれているビッグデータ

の利用の実現のための基礎をつくろうとしています。

この個人情報保護法制の統合の要として、マイナンバー（共通番号）の国民背番号制の

転換がはかられています。マイナンバーとは、市民一人一人に唯一無二の番号をつけ、そ

れにいろいろな個人情報を紐づけ、連携させ、ある市民の番号を検索すれば、それに紐づ

けされた全情報がでてくるシステムです。いままで、共通番号は、税、社会保障、災害関

係などとの連携に限定されてきましたが、これを一挙に拡大する動きがでています。まず

は健康保険、次は運転免許証と次々に諸情報がマイナンバーと紐づけ・連携されようとし

ています。

この間、異常なまでのマイナンバーカードを持とうというキャンペーンが行われてきま

したが、それは、マイナンバーカードに市民の情報を多く書き込むためでした。

政府は、全市民にマイナンバーカードをもたせ、将来「身分証」のかわりにさせようと

しているのです。スマホへのマイナンバーカードの電子証明書の搭載は、そのことを端的

に物語っています。スマホを見れば、持ち主の個人情報のほとんどが分かる社会はゴメン

です。菅政権は、マイナンバーを国民背番号制へと転換し、市民の個人情報を紐づけ・連

携し、市民の情報を掌握することで、監視・管理体制を一挙に強化しようとしているので

す。

誰が利用するのか

問題は、誰がこのシステムを利用するのか、ということです。もちろん行政や自治体関

係者は活用するでしょう。重要なことは、それにとどまらないということです。この６法

案で形づけられるシステムが内閣総理大臣をトップに置くデジタル庁であるということで

す。内閣の耳となり目となると自称している組織があります。内閣情報調査室です。政権

のために、内閣情報調査室が野党の議員は当然のこと、政権党の反対派、官僚の掌握のた

、 。めなどなどに個人情報が この情報システムから引き出されないという保障はありません

組合や市民運動家、ＮＧＯ関係者の個人情報は当然狙われるでしょう。

個人情報は誰のものか。当該の市民のものです。私たちは、プライバシー、個人情報を

守るために、デジタル庁設置等６法案に断固反対します。

以上


